
平成 26 年度内閣府本府政策評価実施計画（改定案）のポイント 

 

 

平成 26 年度内閣府本府政策評価実施計画について、以下の点を見直す。 

 

 

○総合評価により事後評価を行う施策について 

・新法の成立に伴う施策の追加（１施策） 

・評価手法の見直し（１施策） 

 

 

○政策評価体系（別紙１）について 

・新法の成立等に伴う施策の追加（３施策） 

・組織改編に伴う政策の記載箇所の移動（１政策・１施策） 

・施策の名称の修正（２施策） 

 

 

○事前分析表（別紙２）について 

・測定指標の設定（４施策）等 

資料２－１ 


